
様式 22-⑯ 

復興産業集積区域における固定資産税等課税免除申告書 

 

 △△年 １月 15 日 

 

仙 台 市 長 

                  〒980－0803 

(申告者) 

住所又は所在地   仙台市青葉区国分町３丁目７番１号             

          ｱｵﾊﾞﾉﾓﾘｷｶｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ ｱｵﾊﾞ ｲﾁﾛｳ 

氏名又は名称    青葉ノ杜企画株式会社 代表取締役 青葉 一郎        

電話  022（ 261 ）1111     

 

仙台市市税条例附則第 27 項に規定する課税免除の適用を受けたいので，同附則第 28 項の規定により関

係資料を添えて下記のとおり申告します。 

記 
 

復 興 推 進 事 業 の 内 容 
食料品製造業 

課税免除を受ける年度 令和４年度 指定内容 東日本大震災復興特別区域法第（３７・３９・４０）条 

土

地 

所 在 地 地 目 地 積 取 得 年 月 日 
土地を敷地とする家屋の 

建設着手（予定）年月日 

宮城野区港１丁目○－△ 宅地 1,000.00 ㎡ R3．1 ．10 R3．3 ．1 

  ㎡  ．  ．  ．  ． 

  ㎡  ．  ．  ．  ． 

家

屋 

所 在 地 家 屋 番 号 構 造 延 床 面 積 取 得 年 月 日 種類（用途） 

宮城野区港１丁目○－△ ○－△ 
鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
850.00 ㎡ R3．10 ．21 工場 

   ㎡  ．  ．  

   ㎡  ．  ．  

償

却

資

産 

資 産 の 名 称 資産の種類 数 量 耐 用 年 数 取 得 年 月 日 取 得 価 額 

冷却送風装置 建物附属設備 １ 15 年 R3．11 ．30 5,250,000 円 

可動式リフト 機械及び装置 １ 10 年 R3．12 ．18 1,500,000 円 

   年  ．  ． 円 

※ 「指定内容」の欄について，指定を受けた特例条文に該当するものを○で囲んでください。 

※ 本申告書のほか添付書類が必要となります。詳しくは裏面「◎ 提出書類」をご参照ください。 

※ 「土地・家屋・償却資産」の欄には，新たに課税免除の適用を受ける資産のみを記載し，前年度以前か

ら継続して課税免除の適用を受ける資産（最大５年度分適用）については，別紙「復興産業集積区域にお

ける課税免除適用管理表」（様式Ⅱ）に記載ください。 

 （継続して課税免除の適用を受ける資産のみを申告される場合であっても，「土地・家屋・償却資産」の

欄以外を記入のうえ，本申告書を併せてご提出ください。） 

(ﾌﾘｶﾞﾅ ) 



１ 概要 
仙台市から指定を受けた個人事業者又は法人が，仙台市域内にある復興産業集積区域内において，一定の事業のために

新設・増設した資産（施設・設備等）で，東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震

災特例法」という。）に規定される特例措置の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地について，

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降５年度分に限り，固定資産税及び都市計画税の課税を免除します。 
 
２ 対象者 

復興推進計画の認定日から令和６年３月 31日までの間に仙台市から指定を受けた個人事業者又は法人 

  ※ 課税免除の適用を受けるには，東日本大震災復興特別区域法（以下「復興特区法」という。）に規定される特例に応

じた指定申請書及び指定事業者事業実施計画書等を提出し，仙台市から指定を受ける必要があります。 

詳細については，仙台市（経済局）の指定申請窓口までお問い合わせください。 
 
３ 課税免除の対象となる資産 
⑴ 対象資産 

① 家屋・償却資産（対象施設等） 

 復興推進計画の認定日から令和６年３月 31日までの間に新設又は増設した施設又は設備であって，震災特例法の規

定の適用を受ける資産であること。 

 また，復興特区法に規定される特例のうち，次の特例に係る指定を受けた場合に限り，課税免除の対象となります。 

・ 特別償却又は税額控除 （復興特区法第 37条） 

・ 研究開発税制     （復興特区法第 39条） 

・ 新規立地促進税制   （復興特区法第 40条） 

② 土地 

    復興推進計画の認定日から令和６年３月 31日までの間に取得された土地であって，土地を取得した日の翌日から起

算して１年以内に，当該土地を敷地とする対象施設等である家屋の建設の着手があった場合における当該土地である

こと。 

⑵ 留意事項 

① 中古の施設又は設備を取得された場合，課税免除の対象とはなりません。 

② 土地の課税免除の適用面積は，課税免除の適用を受ける家屋の垂直投影面積部分となります。 
 
４ 提出期限 

課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の 1月 31日までとなります。 

 ※ 資産を新たに取得しなかった年についても，既取得資産等で継続して課税免除の適用を受ける資産をお持ちの場合は，

課税免除の適用期間中，毎年申告が必要となります。 
 
５ 提出先 

〒980-8671 仙台市青葉区二日町１－１ 仙台市役所北庁舎１階 「仙台市財政局 資産課税課」 

 

◎ 提出書類 
復興産業集積区域における固定資産税等課税免除の申告に当たっては，次の書類をご提出ください。 

⑴ 復興産業集積区域における固定資産税等課税免除申告書 ----------------------------------- [様式Ⅰ] 

⑵ 復興産業集積区域における課税免除適用管理表 ----------------------------------------------- [様式Ⅱ] 

 ※ 資産を取得した年（課税免除の対象年度）ごとに作成してください。 

⑶ 指定書の写し及び指定申請書等の書類（指定事業者事業実施計画書含む）の写し 

 ※ 指定事業者事業実施計画書の変更等があった場合は，最新のもの。 

 ※ 次年度以降の申告において，指定事業者事業実施計画書等に変更がなければ省略可。 

⑷ 復興推進事業の実施に係る認定書の写し及び復興推進事業に関する実施状況報告書の写し 

※ 次年度以降の申告において，指定の有効期間満了のため認定書が未交付の場合は，両方提出不要。 

⑸ 法人税（所得税）確定申告書の写し及び減価償却明細書（別表 16，特別償却の付表（震一，震三）等）の写し 

  ※ 上記⑴の申告書に記載された資産について，震災特例法に規定される特例措置（特別償却等）の適用を受けたことが

わかる事業年度分のものを添付してください。 

※ 震災特例法に規定される特例措置（特別償却等）の適用を受けていない場合は，「特別償却等不履行理由書（任意様

式可）」を添付してください（土地については不要です。）。 

⑹ 配置図，平面図等（課税免除の対象となる土地，家屋の面積等が明示されているもの。） 

  ※ 次年度以降の申告において，変更等がなければ省略可。 

⑺ その他必要と認める書類 
 

 ◆ 上記⑴及び⑵の記載欄が不足する場合などは，様式の申告内容が満たされている任意様式を別紙で作成のうえ，提出

いただいても構いません。 

 ◆ 上記⑷及び⑸の書類について，事業年度が賦課期日（１月１日）以後となる等の理由で，申告時に未交付（未申告）の

場合は，交付（申告）後速やかにご提出ください（なお，この場合上記⑵の「摘要」の欄に，提出予定日を記載してくだ

さい。）。 


